
平
成
二
十
年
九
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

〇

号

国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人

20



国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
の
不
正
経
理
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
二
十
一
日
提
出
質
問
第
四

一
〇
号
、
六
月
四
日
提
出
質
問
第
四
七
〇
号
、
六
月
十
三
日
提
出
質
問
第
五
二
八
号
、
六
月
十
八
日
提
出
質
問
第
五
八
六
号
の

四
次
に
わ
た
っ
て
、
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
平
成
二
十
年
六
月
六
日
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
も
質
疑
を
行
っ
た
。
こ

れ
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
は
、
国
民
の
税
金
が
適
正
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
責
任
を
果
た
し
て
お
ら
ず
、
極
め
て
不
誠

実
、
不
十
分
な
答
弁
で
あ
る
。

国
連
に
拠
出
さ
れ
て
い
る
日
本
の
分
担
金
や
拠
出
金
は
、
国
民
の
税
金
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
国
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。
日
本
の
分
担
金
や
拠
出
金
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
国
連
の
ル
ー
ル

に
則
り
使
用
さ
れ
て
き
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
明
確
に
し
、
第
二
に
、
国
連
の
ル
ー
ル
に
則
り

使
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
ル
ー
ル
に
よ
る
結
果
が
国
民
の
常
識
と
か
け
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
ル
ー
ル
と
結

果
の
是
正
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
連
へ
の
拠
出
に
国
民
の
理
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

国
連
の
改
革
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
構
成
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
政
府
に
は
、
国
民
の
税
金
が
適
正
に
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
国
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
東
京
事
務
所
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
」
と
い
う
。
）
に
お

一



け
る
不
正
経
理
問
題
及
び
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
の
明
確
な
見
解
を
求
め
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

日
本
政
府
の
国
連
へ
の
支
出
及
び
国
連
改
革
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て

�

日
本
政
府
の
国
連
改
革
に
対
す
る
姿
勢
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

�

日
本
政
府
は
、
政
府
機
関
に
お
け
る
無
駄
の
排
除
、
不
正
の
撲
滅
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
考
え
る
が
、
国
連
機
関
の
無

駄
の
排
除
、
不
正
の
撲
滅
な
ど
国
連
行
財
政
改
革
に
取
り
組
む
考
え
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ

う
な
活
動
を
し
て
き
た
か
。

�

日
本
政
府
が
国
連
の
機
関
に
対
し
て
支
出
し
て
い
る
金
額
は
い
く
ら
か
。
そ
の
う
ち
義
務
的
経
費
の
額
及
び
義
務
的
経

費
の
全
体
の
額
に
占
め
る
日
本
の
支
払
額
は
い
く
ら
か
。
そ
の
義
務
的
経
費
の
全
体
の
額
は
ど
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
て
い

る
か
。
平
成
十
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
い
て
、
回
答
願
い
た
い
。

�

国
連
の
活
動
に
つ
い
て
、
無
駄
が
排
除
さ
れ
、
不
正
が
撲
滅
さ
れ
れ
ば
、
必
要
な
額
も
減
額
さ
れ
、
日
本
の
支
払
額
も

少
な
く
な
る
。
国
民
の
税
金
を
国
連
に
支
出
し
て
い
る
日
本
政
府
は
、
国
連
の
活
動
に
無
駄
が
な
い
か
ど
う
か
、
不
正
が

な
い
か
ど
う
か
、
積
極
的
に
調
査
し
、
国
民
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
は
そ
の
用
意
が
あ
る

二



か
、
あ
る
い
は
、
国
連
に
拠
出
し
た
資
金
に
対
し
て
は
、
な
ん
ら
調
査
し
た
り
、
説
明
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い

と
い
う
の
が
日
本
政
府
の
姿
勢
か
、
明
確
に
さ
れ
た
い
。

二

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
職
員
の
お
手
盛
り
高
給
問
題
に
つ
い
て

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
職
員
給
与
は
、
国
連
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
さ
れ
て
い
る
給
与
表
に
よ
れ
ば
、
米
国
の
首
都
ワ
シ

ン
ト
ン
Ｄ
�
Ｃ
�
の
同
様
の
職
務
の
給
与
よ
り
は
る
か
に
高
く
、
約
一
�
六
倍
と
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
、
自
動
車
運
転

手
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
俸
給
最
高
額
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
�
Ｃ
�
で
は
約
六
三
〇
万
円
（
一
ド
ル
百
十
円
換
算
）
、
東
京
で

は
約
一
〇
〇
〇
万
円
に
な
る
が
、
日
本
政
府
は
こ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
職
員
は
七
人
お
り
（
所
長
を
除
く
）
、
国
連
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で
公
表
さ
れ
て
い
る
給
与
表
に
従
っ

て
計
算
す
る
と
七
人
の
給
与
総
額
は
年
間
約
一
億
円
近
く
に
な
り
、
ま
た
、
施
設
費
が
一
九
一
九
万
円
と
な
っ
て
お
り
、

一
方
、
事
業
費
は
、
政
府
回
答
に
よ
る
と
、
広
報
活
動
費
約
二
〇
〇
〇
万
円
前
後
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
事

業
費
が
全
体
経
費
の
二
十
％
に
満
た
な
い
組
織
は
、
日
本
で
進
め
て
い
る
行
政
改
革
の
観
点
か
ら
は
、
職
員
に
給
与
を
支

払
う
た
め
の
組
織
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
日
本
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
職
員
給
与
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
「
国
連
の
職
員
規
程
及
び
職
員
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
に

三



従
っ
て
、
毎
年
、
国
際
人
事
委
員
会
か
ら
国
連
総
会
へ
の
勧
告
が
行
わ
れ
、
国
連
総
会
の
承
認
を
経
て
決
定
さ
れ
て
い

る
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
東
京
に
事
務
所
を
置
く
国
連
職
員
が
、
東
京
の
ロ
ー
カ
ル
サ
ラ
リ
ー
を
事
実
上
決
定
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
お
り
、
職
員
給
与
が
「
お
手
盛
り
」
で
決
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現
実
で
は
な
い
か
。
「
国
連
の
職
員
規
程

及
び
職
員
規
則
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
さ

れ
て
い
る
俸
給
表
に
な
る
手
続
き
と
算
定
根
拠
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
回
答
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
に
も
国
連
職
員
経
験
者
は
い
る
と
考
え
る
が
、
日
本
に
勤
務
す
る
国
連
職
員
の
給
与
は
国
連
本
部
か
ら
支
払

わ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
国
連
の
会
計
担
当
部
局
か
ら
職
員
の
銀
行
口
座
に
直
接
振
り
込
ま
れ
る
の
か
な
ど
の
支
払
い

手
続
き
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
職
員
に
つ
い
て
、
国
連
か
ら
直
接
支
払
わ
れ
て
い
る
か
、
ど
の

よ
う
に
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
日
本
政
府
の
見
解
を
伺
い
た

い
。

�

国
連
職
員
の
う
ち
、
日
本
人
が
占
め
る
割
合
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
日
本
人
国
連
職
員
の
割
合
は
、
国
連
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
照
ら
し
、
多
い
か
少
な
い
か
、
回
答
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
は
国
連
職
員
に
日
本
人
を
登
用
す
る
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
か
。
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

四



の
際
、
国
連
職
員
と
な
っ
た
場
合
の
給
与
、
年
金
な
ど
国
連
職
員
に
採
用
さ
れ
た
場
合
の
待
遇
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
説

明
を
し
て
い
る
か
、
支
援
の
実
態
に
つ
い
て
、
回
答
さ
れ
た
い
。

�

国
連
職
員
の
年
金
に
つ
い
て
は
、
解
説
書
に
よ
る
と
、
「
五
年
以
上
勤
務
し
た
職
員
に
対
し
て
、
年
金
が
支
給
さ
れ
、

年
金
の
支
給
額
は
離
職
す
る
過
去
五
年
の
う
ち
で
最
も
高
い
三
六
ヶ
月
（
三
年
分
）
の
給
与
額
の
平
均
額
を
基
に
決
め
ら

れ
る
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
経
理
担
当
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
俸
給
表
で
約
一
七
六
〇
万
円
を
得

て
い
る
職
員
は
、
仮
に
三
五
年
以
上
勤
務
し
て
い
る
場
合
は
年
金
も
一
〇
〇
〇
万
円
を
軽
々
と
超
え
る
こ
と
と
な
る
が
、

日
本
政
府
は
、
国
連
職
員
の
年
金
の
受
給
資
格
及
び
年
金
支
払
額
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
情
報
を
持
っ
て
い
る
の
か
、

回
答
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
国
連
職
員
の
給
与
が
他
の
国
の
国
連
職
員
の
給
与
よ
り
高
く
、
ま
た
、
こ
れ
が
高
額

な
年
金
支
給
額
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
こ
れ
を
正
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
是

正
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
な
ん
ら
の
見
解
を
持
ち
得
な
い
の
か
、
日
本
政
府
の
見
解
を
問

う
。

三

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
施
設
費
二
重
払
い
問
題
に
つ
い
て

五



�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
事
務
所
が
入
居
し
て
い
る
国
連
大
学
は
、
土
地
は
東
京
都
か
ら
、
建
物
は
日
本
政
府
か
ら
無
償
貸
与

さ
れ
た
も
の
だ
が
、
国
連
大
学
は
、
国
連
大
学
ビ
ル
に
入
居
し
て
い
る
国
連
機
関
の
事
務
所
か
ら
事
実
上
の
家
賃
を
分
担

金
と
い
う
形
で
徴
収
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
日
本
政
府
が
無
償
で
提
供
し
た
施
設
の
ま
た
貸
し
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
日
本
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

日
本
政
府
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
支
出
し
て
い
る
「
施
設
費
」
に
つ
い
て
、
六
月
十
三
日
付
回
答
で
は
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京

の
施
設
費
は
、
国
連
大
学
に
お
い
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
を
含
む
国
連
大
学
全
体
の
維
持
管
理
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
と
承

知
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
六
月
二
十
四
日
付
回
答
で
は
、
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
が
国
連
大
学
に
支
払
う
施
設
費
は
、
国
連
大

学
全
体
の
維
持
・
管
理
費
に
お
け
る
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
係
る
部
分
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
閣
議
決
定
さ

れ
た
政
府
回
答
が
修
正
さ
れ
た
理
由
を
、
説
明
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
と
東
京
都
が
無
償
貸
与
し
て
い
る
国
連
ビ
ル
に
入
居
し
て
い
る
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
事
務
所
の
事
実
上
の
家
賃
を

「
施
設
費
」
と
し
て
日
本
政
府
が
支
払
う
の
は
「
二
重
払
い
」
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
日
本
政
府
は
、
国
連
と
の
交
渉
の

過
程
で
、
こ
の
「
施
設
費
」
の
支
払
い
が
、
「
二
重
払
い
」
と
な
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
日
本
政
府

の
見
解
を
求
め
る
。

六



�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
限
っ
て
、
日
本
政
府
が
施
設
費
と
い
う
名
の
事
実
上
の
家
賃
を
負
担
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
日
本

政
府
は
「
国
連
に
お
い
て
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
の
統
合
・
合
理
化
が
議
論
さ
れ
る
中
、
国
連
が
当
該
機
関
の
所
在
地
国
政

府
に
施
設
費
を
支
援
す
る
よ
う
強
く
求
め
た
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
当
時
、
国
連
は
、
国
連
改
革
の
一
環
と
し
て
国
連

広
報
セ
ン
タ
ー
の
整
理
統
合
を
進
め
て
お
り
、
現
に
平
成
十
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
一
月
一
日
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
九
カ

国
の
国
連
広
報
セ
ン
タ
ー
を
閉
鎖
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
国
連
地
域
広
報
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
国
連
本
部
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
「
廃
止
」
や
ア
ジ
ア
の
他
国
に
あ
る
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
と
の
「
統
合
」
な
ど
を
求
め
た
の

で
あ
っ
て
、
「
国
連
が
当
該
機
関
の
所
在
地
国
政
府
に
施
設
費
を
支
援
す
る
よ
う
強
く
求
め
た
。
」
の
で
は
な
く
、
日
本

政
府
が
、
施
設
費
と
い
う
形
で
家
賃
の
二
重
払
い
を
す
る
こ
と
を
条
件
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
継
続
を
求
め
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。
ま
た
、
こ
の
件
に
関
す
る
日
本
政
府
と
国
連
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て

情
報
公
開
す
る
用
意
が
あ
る
か
伺
い
た
い
。

四

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
不
正
経
理
問
題
に
つ
い
て

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
広
報
活
動
へ
の
日
本
政
府
の
支
出
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
五
月
三
十
日
付
回
答
で
、
「
各
年
度
の

政
府
の
拠
出
額
は
、
広
報
活
動
費
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
二
年
度
は
約
十
四
万
九
千
ド
ル
、
平
成
十
三
年
度
は

七



約
十
九
万
八
千
ド
ル
、
平
成
十
四
年
度
は
約
二
十
万
八
千
ド
ル
、
平
成
十
五
年
度
は
約
十
七
万
七
千
ド
ル
、
平
成
十
六
年

度
は
約
二
十
一
万
四
千
ド
ル
、
平
成
十
七
年
度
は
約
十
六
万
三
千
ド
ル
、
平
成
十
八
年
度
は
約
十
二
万
一
千
ド
ル
、
平
成

十
九
年
度
は
約
十
九
万
九
千
ド
ル
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
日
本
政
府
が
国
連
に
拠
出
し
て
い
る
「
開
発
協

力
信
託
基
金
」
か
ら
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
広
報
活
動
費
に
資
金
が
拠
出
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
何
年
度
に
ど
う
い
う
目
的
で
ど
れ
だ
け
の
額
が
「
開
発
協
力
信
託
基
金
」
か
ら
支
払
わ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

日
本
政
府
の
回
答
で
は
、
「
平
成
十
二
年
頃
か
ら
国
連
財
政
手
続
規
則
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
前
払
が
行
わ
れ
」

て
お
り
、
「
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
職
員
が
年
末
に
予
算
を
使
い
切
る
必
要
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
」
と
し
て
、
不
正
経
理
が

平
成
十
二
年
度
あ
る
い
は
十
二
年
末
の
残
余
金
の
処
理
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
、
平
成
十
二

年
及
び
十
二
年
度
末
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
所
長
に
つ
い
て
、
「
平
成
十
二
年
八
月
か
ら
平
成
十
四
年
八
月
ま
で
」
の
Ｕ
Ｎ

Ｉ
Ｃ
東
京
の
所
長
は
「
高
島
肇
久
」
と
し
つ
つ
、
不
正
経
理
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
「
国
連
の
内
部
監
査
報
告
書
に

は
、
だ
れ
が
所
長
の
時
に
始
ま
っ
た
の
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
政
府
と
し
て
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
、
他
人
事
の
対
応
を
し
て
い
る
。
不
正
経
理
の
責
任
者
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
事
実
解
明
の

八



第
一
歩
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
か
ら
、
不
正
経
理
が
始
ま
っ
た
時
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
責
任
者
は
現
在
外
務
省
参

与
と
な
っ
て
い
る
高
島
氏
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
」
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
と
し
て
の
見
解
を
具
体
的
に
伺
い
た
い
。

�

不
正
経
理
の
金
員
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
、
「
個
人
が
不
正
に
金
を
着
服
し
た
等
の
疑
惑
は
な
い
」
と
の

国
連
事
務
局
の
説
明
を
引
用
し
、
「
国
連
事
務
局
の
説
明
は
、
国
連
の
内
部
監
査
報
告
書
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
政

府
と
し
て
は
当
該
説
明
が
正
し
く
な
い
と
判
断
し
得
る
客
観
的
な
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
断
定
し
て

い
る
が
、
国
連
の
監
査
報
告
書
で
は
「
平
成
十
二
年
頃
か
ら
不
正
経
理
が
行
わ
れ
て
い
た
」
と
事
実
認
定
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
監
査
が
行
わ
れ
た
の
は
平
成
十
七
年
度
以
降
分
だ
け
で
あ
り
、
不
正
経
理
が
始
ま
っ
た
平
成
十
二
年
度
か

ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
五
年
間
に
つ
い
て
は
監
査
さ
え
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
平
成
十
二
年
度
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
不

正
経
理
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
度
の
監
査
結
果
だ
け
で
、
「
個
人
が
不
正
に
金
を
着
服
し
た
等
の
疑
惑
は
な
い
」
と
結

論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
日
本
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

不
正
経
理
の
経
緯
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
は
、
「
国
連
の
内
部
監
査
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
二
年
頃
か
ら
、
国
連
財
政
手

続
規
則
に
違
反
し
た
前
払
が
行
わ
れ
て
い
た
」
と
回
答
し
て
い
る
。
一
方
、
平
成
十
一
年
度
以
前
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
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で
は
年
度
末
予
算
の
次
年
度
繰
越
措
置
が
国
連
財
政
手
続
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
、
「
承
知
し

て
お
ら
ず
、
現
在
国
連
に
照
会
中
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
、
い
つ
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
照
会
を

行
い
、
そ
の
回
答
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
一
年
度
以
前
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
で
は
年
度
末
予
算
の
次
年
度
繰
越
措
置
が
国
連
財
政
手
続
規
則
に
従
っ
て

行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
経
理
担
当
者
が
、
平
成
十
二
年
度
に
な
っ
て
、
突
然
国
連
財
政
手

続
規
則
を
忘
れ
て
業
者
に
前
払
い
を
し
て
し
ま
っ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
成
り
立
た
ず
、
国
連
の
内
部
監
査

報
告
が
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
れ
ば
「
杜
撰
」
と
の
評
価
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
。
不
正
経
理
の
事
実
関
係
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
日
本
政
府
が
平
成
二
十
年
三
月
に
入
手
し
た
国
連
の
監
査
報
告
書
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
が
、
日
本
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
六
月
十
三
日
付
の
回
答
で
は
、
「
公
表
の
可
否
に
つ
い
て
は
現
在

国
連
側
に
照
会
中
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
、
い
つ
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
照
会
を
行
い
、
そ

の
回
答
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
の
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

不
正
経
理
の
全
容
が
明
ら
か
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
の
五
月
三
十
日
付
回
答
に
よ
れ
ば
、
「
内
部
監
査

に
お
い
て
問
題
是
正
の
た
め
の
勧
告
が
行
わ
れ
、
現
在
、
国
連
事
務
局
に
よ
っ
て
勧
告
に
沿
っ
た
措
置
が
検
討
さ
れ
て
い

一
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る
と
承
知
し
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
国
内
の
官
庁
に
お
け
る
不
正
経
理
問
題
へ
の
対
処
と
同
様
に
、
国
連
の

不
正
経
理
へ
の
対
処
は
国
連
が
信
頼
す
る
に
足
る
組
織
で
あ
る
か
を
納
税
者
に
知
ら
し
め
る
役
割
を
果
た
す
極
め
て
重
要

な
こ
と
で
あ
り
、
国
連
の
勧
告
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
勧
告
に
沿
っ
て
ど
の
よ
う
な
措
置
が

講
じ
ら
れ
た
の
か
、
ま
た
、
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
か
、
伺
い
た
い
。

五

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
定
期
預
金
通
帳
問
題
に
つ
い
て

�

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
五
〇
〇
万
円
の
定
期
預
金
の
存
在
は
、
既
に
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
公
知
の
事
実
と
な
っ
て
お
り
、
予

算
で
活
動
し
て
い
る
公
的
機
関
に
お
い
て
定
期
預
金
は
存
在
し
よ
う
も
な
く
、
日
本
の
官
庁
の
事
例
か
ら
は
、
こ
れ
は

「
裏
金
」
と
疑
う
の
が
相
当
で
あ
る
。
日
本
政
府
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
予
算
は
、
人
件
費
を
除
い
て
す

べ
て
日
本
政
府
の
拠
出
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
に
考
え
れ
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
定
期
預
金
の
金
員
は
日
本
政
府

の
拠
出
金
の
剰
余
金
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
が
「
定
期
預
金
を
有
し
て

い
る
こ
と
及
び
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
」
と
回
答
す
る
だ
け
で
、
調
査
も
し
な
い
理
由
を
伺
い
た
い
。

�

日
本
政
府
は
、
国
連
所
蔵
の
美
術
品
巡
回
展
の
開
催
を
国
連
に
働
き
か
け
た
こ
と
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

東
京
の
剰
余
金
を
使
う
こ
と
を
打
診
し
た
こ
と
は
な
い
か
。

一
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六

国
連
拠
出
金
の
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
経
由
問
題
に
つ
い
て

�

日
本
政
府
は
、
六
月
二
十
四
日
付
回
答
で
、
「
政
府
は
、
過
去
に
お
い
て
国
連
に
支
払
う
分
担
金
及
び
拠
出
金
を
国
連

本
部
が
管
理
し
て
い
る
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
で
い
た
が
、
平
成
十
四
年
以
降
は
、
為
替
の
変
動
に
よ

る
損
益
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
、
米
国
に
あ
る
国
連
本
部
の
銀
行
口
座
に
送
金
し
て
い
る
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
分
担
金
や
拠
出
金
を
含
め
て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
分
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
を
経
由
し
国
連
本
部
に
送
金

さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
代
行
さ
せ
た
も
の
を
含
め
、
日
本
政
府
か
ら
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
に
対
し
て
支
払

わ
れ
た
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

平
成
十
四
年
以
前
に
、
国
連
に
支
払
う
分
担
金
及
び
拠
出
金
を
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ん
で
い
た
の

は
、
国
連
側
の
要
請
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
日
本
側
の
事
情
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
国
連
側
の
要
請
で
あ
っ
た

と
す
れ
ば
そ
の
内
容
を
、
日
本
側
の
事
情
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
そ
の
内
容
を
、
具
体
的
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

日
本
政
府
に
よ
る
分
担
金
及
び
拠
出
金
の
支
払
い
期
日
は
、
日
本
政
府
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
口
座
に
金
員
を
振
り

込
ん
だ
時
点
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
か
ら
国
連
本
部
が
指
定
し
た
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
時
点
な
の

か
、
日
本
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

一
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�

平
成
十
四
年
以
前
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
ド
ル
口
座
に
、
分
担
金
及
び
拠
出
金
を
振
り
込
ん
だ
際
の
為
替
手
数
料
及

び
送
金
手
数
料
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
為
替
手
数
料
及
び
送
金
手
数
料
は
、
日
本
政
府
負
担
か
、
国

連
負
担
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
か
ら
国
連
本
部
へ
の

送
金
手
数
料
は
、
日
本
政
府
負
担
か
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
負
担
、
国
連
本
部
負
担
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
、
日
本
側
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
送
金
手
数
料
は
い
く
ら
で
あ
っ
た
の
か
。

�

平
成
十
四
年
以
降
は
、
政
府
回
答
で
は
「
為
替
の
変
動
に
よ
る
損
益
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
、
米
国
に
あ
る
国
連
本

部
の
銀
行
口
座
に
送
金
し
て
い
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
政
府
が
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行
ド
ル
口
座
に
振
り
込
ん

だ
時
点
で
円
か
ら
ド
ル
に
代
わ
り
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
ず
れ
る
こ
と
で
為
替
変
動
に
よ
る
損
益
の
発
生
は
な
い
と
考
え
る

が
、
「
為
替
変
動
に
よ
る
損
益
の
発
生
を
回
避
す
る
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
東
京
の
銀
行

口
座
に
振
り
込
む
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
「
為
替
変
動
に
よ
る
損
益
」
が
発
生
し
、
直
接
国
連
本
部
の
口
座
に
振
り
込
ん

だ
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
が
改
善
さ
れ
た
か
、
具
体
的
に
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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